
 

               

   

     

 

 
 
 
 

    

      
      

      
   

        

    

    
    

    

    
    

   

  
  

      

        
     
        

        
          
             

            
       

      

    

     
    
  

        
          
              

     

 
 

    
    
    

    
    
    

    
    
    

    
    
    

    
    
    

    
    
    

 

                       

           

            

             

             
             
             

  

  

  

  

  

理事選任機関として、評議員会・選考委員会の2通りが考えられます。それについては、

あくまで各法人で判断する事になります。それぞれのリスク等については、全日本私立

幼稚園連合会、経営研究委員会の動画・資料一覧ページから参照できます。

県協会事務局メール 7/11(木)付、【全日私幼連】動画の無料配信について

から閲覧できます。


